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12月 度理事会の概要

開催 日時 :  平成 27年 12月 17日 (木)14時 00～ 17時 00分

開 催 場 所 : 文京 シビックセンター 3階 B会議室

理 事 総 数 :  10人
出席理事数 :｀

‐ 7人

(1)理 事長挨拶

年末 12月 の理事会を始 めます3こ の後、ボウリング大会、忘年

会があ りますので宜 しくお願い致 します。

(2)業務報告

①事務局運営・渉外

11月 20日 (金 )

青年部研修会  ニ ッタン榊大利根工場見学 13名 参加

11月 26日 (木 )

受験準備講習会 消防設備士第 6類  開催 7名 参加

12月  4日 (金 )

受験準備講習会   ″  第 4類  開催 7名参加

12月 15日 (金 )

全消販事務局長 岡田氏訪問  廣江理事長、岡野局長

10月 27日 (火 )に行つた防排煙設備実務講習会への

協力に感謝の意を伝 えた。合わせて関係の強化を確認 した。

1月 の関係団体行事予定 :

平成 28年 1月 6日 (水 )

東京消防庁出初め式  松原理事 出席

(― 社)全国消防機器協会・ 新年名刺交換会

広江理事長、磯部副理事長、古木副理事長、

中島専務理事、松原理事、岡野事務局長 出席



平成 28年 1月 7日 (木 )

東京都中小企業団体中央会 賀詞交歓会

岡野事務局長 出席

平成 28年 1月 8日 (金 )

三役挨拶廻 り

東京消防庁予防部、(一財)日 本消防設備安全センター

(―社)全国消防機器協会、 (一社)日 本火災報知機工業会

東京都中小企業団体工業会、 (一財)東京消防救急協会

本郷消防署

平成 28年 1月 15日 (金 )

国土交通省 関東地方整備局 挨拶廻 り

広江理事長、武藤理事、岡野事務局長

平成 28年 1月 21日 (木 )

神奈川県防災消防協同組合・賀詞交歓会

当組合の賀詞交歓会 と同日なのでお祝金を送 ることを決定。

②広報

機関紙 「防災設備」に盛 り込む内容を多 くし記事の内容を
充実 させる。担当の武藤理事、岡野局長が相談をしてやって
行 く。

③教育
:  乙 6と 甲4の 受験準備講習会を行つた。 どちらも参カロ者は

7名 であった。理事会で決定 した講習料 3,000円 では組合の
負担が多すぎる。講習料のアップの提案が事務局長 ヨリなさ
れた。講習料の金額等を含め、講習会のあ り方を今回欠席の
磯部副理事長を交えて検討する。

④福利厚生・企画

古木副理事長より、本 日のボウリング、忘年会の参加人数が
報告された。一応予算内で収まりそうとの報告があった。
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⑤財務・共同購買

11月 現在の共同購買の売上額は前年同期に対して約 1割

程下回つている。期の後半が特に良かつた前年の売上額を

超えることは難しく、なるべく下げ幅を少なくし経費を少

なくして行 く努力が必要である。

売上を向上させるため作業服などの消耗品の販売をという

意見が自木理事、広江理事長から出た。古木副理事長に係

わりのあるワークマンからカタログ等を取 り寄せ、検討 し

話進めるということで決定した。

⑥開発 :特になし。

⑦研究部会 :特 になし。

③防排煙検討委員会 :現在のところ活動はなし。

⑨青年部

11月 20日 (金 )研修会を行つた。参加者 13名

研修先はニッタン電子総 大利根工場

生産工程の見学他後に大宮で懇親会を行つた。

⑩支部運営促進

平成 27年 12月 3日 (木 )東京第 4支部会開催

50周年祝賀会についても話し合われ予算の面、準備期間等

のことから性急に行 うことはないのではとの意見があつた。

資金をプール して 60周 年を考えても良いのではとの

意見も出たことを支部担当の中島専務理事から報告があつ

た。

①その他の事業について :特になし。
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(3)議案の審議

第 1号議案  組合創立 50周年祝賀会について

前回の理事会で 28年度通常総会のときに 50周 年の

祝賀会を行 う決定がなされたが、今回、理事長か ら

30周 年記念式典祝賀会実現までの資料が提示 され

た。それを見る限 り、50周 年記念の開催の仕方 を

再考せ ぎるを得ない とい う事にな り、理事長が 50
周年の開催を断念 し60周年を目指す決定を下 した。

今後、研究部会で 60周年を担ってゅく委員の人選

資金の蓄積等々、土台づ くりを行つていくことを

確認 したど

第 2号議案 新年賀詞交歓会について

11月 の理事会で賀詞交歓会での役割分担が決 定 し

再度その確認 を行 つた。来賓の挨拶は本郷消防署
加藤予防課長、全国消防機器協会 鈴木専務理事
能美防災鶴橋爪会長にお願いする。

(4)そ の他

次回理事会 1月 21日 (本 )

東京ガーデンパ レス 3階  「橘」
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平成 27年 12月 度業務報告

・月_日  (曜)    ・内 容 等           ・来局理事等

11月 20日 (a  青年部研修会    ニッタン欄大利根工場見学

11月 26日 (木) 受験準備講習会 消防設備士第 6類 文京シヒ
゛
ックセンター

11月 27日 (金) 業務決裁・・・広江理事長   会社にて

12月  4日 (木) 受験準備講習会 消防設備士第4類 文京シヒ
゛
ックセンター

12月  9日 (水) 業務決裁・・ 。広江理事長  会社にて

12月 14日 (月 ) 経営診断・・・小出会計

12月 15日 (火) 全消販事務局訪問  広江理事長、岡野局長

12月 16日 (水) 公正取引委員会 消費税転嫁対策について

消費税転嫁対策調査員 志村、佐藤氏 来局

12月 17日 ω   12月 度理事会  文京シヒ
゛
ックセンター

ボウリング大会  池袋 ハイパーレーン

忘年会      日本海庄や ヤマダ電機 LAB11

池袋店



^緊急メール通報に関する大切なお知らせ

東 京 消 防 庁

東京消防庁では現在運用している緊急メール通報を終了し、
新たに緊急ネット通報の運用を開始します。

1 緊急メール通報の運用終了日

平成28年 1月 31日 (日 )

3 緊急ネット通報への登録方法について

登録方法は、「緊急ネット通報利用のご案内」を参照してください。
なお、緊急メール通報に登録されている方も、ご自身の携帯電話・スマート

フォン等から、緊急ネット通報に再登録する必要があります。

4 緊急ネット通報をご利用できる方
。東京消防庁管内 (東京都のうち、稲城市及び島しょ地区を除く地域)に在

・OIttJttFL乙踊翠握ヽ     ぉ持
ちの方

5 緊急メール通報との変更点について

評肇簾譜寵線とぇ膨Pr纏
疑嬰震縣鴇覇貌蓬

問合せ先

東京消防庁防災部防災安全課防災福祉係
電話 03‐3212‐ 2111 内線 4245・ 4247
メー燿ドレス

FAX o3‐ 3213‐ 1478
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`  
・

このシステムは、音声(肉声)による119番通報が困難な聴覚障害者等が緊急通報を行う補助

手段として、携帯電話及びスマートフオンからウェブ機能を利用して東京消防庁に緊急通報(火災

や救急などの通報)を行い、消防車や救急車の要請ができるものです。

なお、近くの方に助けを求めることができるときは、通報を依頼してください。

≪イメージ図》

<'.....'.'....'...........,:

通報後、チャットで詳しい状況を

問い合わせます。

■    ●

●

７
１

東京消防庁の災害救急情報

センターで受信します。

騒 ||■ 1

☆ 幅 ]雛諸

東京消防庁管内(東京都のうち、稲城市及び島しょ地区を除く地域)に在住、又は在勤・在学し

ている聴覚または言語・音声等に機能障害がある方が対象となります。



☆ 醒 藪 震

インターネット及び電子メールの機能を使うことができる携帯電話やスマートフォン

` 

●

☆ 護』鋤上の糧董等唾

・登録や通報に係る通信料は、利用者の負担となります。

・登録の前に、迷惑メール防止のためパソコンからのメールを受信拒否されている場合は、
「entry03 webl1 9Jnfo」 のドメインの受信許可設定を必ず行つてください。

・GPS機能をONに設定してください。

■   ●

☆ 翻 騒 務 濃

このホームページ上から登録は出来ません。緊急通報時に使用するインターネット及び電子
メールの機能を使うことができる携帯電話やスマートフォンから、以下の手順で入力してください。

登録用メールアドレス :entry 13000@entry03 webl191nfO

QRコード

① 上記のQRコードを読み取り後、表示されたメールアドレス(直接入力する場合は上記の登録
用メールアドレス)に空メールを送信し、返信されたメールに記載された≪メールアドレス認証用∪
RL》から、メールアドレス認証を行い、送信します。

9返 信されたメールに記載された≪申請手続き用URL≫から利用許諾画面を表示し確認後



に、「同意する」を選択します。申請情報の入力画面内で、必要情報を入力し、「次へ」を選択しま

す。備考欄には、必ず障害内容を入力してください。

【入力例:聴覚障害、難聴、言語機能障害 等 】

③ 画面上から自宅の住所地点を選択し、「次へ」をila択します。申請内容を確認後、「申請する」

を選択します。

④ 東京消防庁で内容を確認後に、メールが返信されます。(申請内容の確認には、概ね7日程

慮かかります。)返信されたメールに記載された≪通報用URL》を選択後、機種男1の手順に従

い、「お気に入り」、「ホーム画面」への登録を行います。

※≪通報用URL≫ は個人を認証する情報にあたりますので、他人に知らせないでください。ま

た、登録時に使用した機種以外では使用しないでください。

⑤ ホーム画面に表示されたアイコン、又はお気に入リリストから選択することで、通報画面が起

動します。

⑥ 通報画面から「設宇1を選択し、緊急連絡先や、よく行く場所等の追加情報を登録しますぃ

↓

以上で登録は完了です

通報画面の「練習」から自動応答機台日こよる通報の練習ができます。いざという時に備え、練習

通報により操作の方法を定期的に確認してください。

☆ 難 靡 蛾 続 潅

① ホーム画面に表示されたアイコン、又はお気に入リリストから《通報用URL≫選択すること

で、通報画面が起動します。電波が届き難い所等では利用できませんのでご注意ください。

② 通報画面から、通報種別を選択します。

③ 自宅からの通報か、現在地(自 宅以外)からの通報かを選択します。

現在地を選択した場合は、地図上から現在地を指定してください。通報した位置が特定されな

いと消防隊が出場できず 摘ヽ切な対応を受けることができません。通報端末のGPS等による預1位

機能からは正しい位置情報が得られない場合がありますので、その場合は、通報した位置を修正

9         1



する操作を必ず行ってください
^

④ 補足事項がある場合は入力し、通報します。

⑤ 東京消防庁が応答すると、チャット画面に切り替わります。東京消防庁から状況等の問い合

わせがありますので、返答してくださぃ。会話が終了した後も、消防車又は救急車の隊員が到着

するまでは通報端末の電源を切らないでください。

●  ●

☆

・基本情報に変更がある場合、又は携帯電話の機種を変更した場合は東京消防庁防災安全課

防災福祉係まで電子メールで連絡してください。 連絡先は最下段に記載してあります。

・緊急連絡先や、よく行く場所等の追加情報は、通報画面から「設定」を選択し、変更してくださ
い 。

・緊急ネット通報のご利用を中止したい場合は、通報画面から「設定」を選択し、「登録抹消」を選

択してください。

0 ●

☆ 彗 購 國 標 壽

① 個人情報の利用について 保管している個人情報につきましては、緊急ネット通報に伴う業
務の範囲内で使用し、目的外の使用はしません。

② 緊急連絡先の連絡について 緊急時に東京消防庁が必要と判断した場合には、登録され
ている緊急連絡先電話番号の相手先に連絡することがあります。

③ 明らかにいたずらと解される通報等を受信した場合などはI利用登録を抹消し、以後の登録
を拒否することがあります。

④ 緊急ネット通報のご利用の意思を確認するために、定期的に登録者の方にメールを送信しま
す。メールの受信確認が取れないなど、ご利用の意思が確認できない場合には、東京消防庁に

置①



|

おいて利用登録を抹消することがあります。

問合せ先      「
                ‐

東京消防庁防災部防災安全課防災福祉係

電話  03-3212-2111内 線 42454247
FAX 03‐3213-1478
メールフト・レス bouenka40tFd.metro¨ p

(本アドレスから登録は出来ません。回答は平日日中となります。)

■

■
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自
転
車
の
危
険
行
為
で
講
習
が
義
務
に

1   転車で信号無視などの危険行為を繰り返した
人に安全講習を義務づける制度が始まったこ
とを、ご存じの方も多いと思います。身近で
便利な自転車、でもその運転ルールについて
は、意外と誤繹も多いようですι新しい制度
の仕組みや、自転車運転のルールを改めて確
認し、事故をなくすにはどんなことが必要か、
考えたいと思います。

自転車の「危険行為」

新たな制度では、悪質な「危険行為」を3年
以内に2回繰り返した人に、安全講習の受講
が義務づけられます。議習は3時間で受講料
は5,700円 程度、14歳以上であれば子どもも対

象で、受講しないと5万円以下の罰金が科さ
れます。

1   そ,「危険行為」には、事故あ危険性が高しヽ

この辺になると、車の運転免許を持ちてぃ
ない子どもやお年寄りに、果たして理解できる
だろうかと心配になります。      |
そして、◎安全運転義務違反1これは、安

全な運転ができない状態で運転して、事故を
起こした場合です。具体的には「携帯やスマー
トフォンを操作しながら」、「イャホンで音楽を
聴きながら」、「傘をさして」の運転などで、事
故を起こした場合です。
これらの危険行為は、もともと禁上されてい

て、ルールが変わったわけではありません。例
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えlよ 信号無視や一時停止違反は3カ 月以下

の懲役または5万円以下の罰金、酒酔い運転

は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

いずれも車と同じ罰貝」があります。

また、スマートフオン操作やイヤホンで音楽

を聴きながらの運転、傘さし運転など安全講

習の対象となる「危険行為」になるのは事故を

起こした場合ですが、事故を起こさなくても、

5万円以下の罰金が科されることがある違反

行為です。

ただ、違反した場合、直ちに罰則が科される

というわけではありません。

まずは、警察から指導や警告を受けますが、

従わないなど悪質な場合には、検挙される、つ

魯
■

引
Ｕ
こ

図1 危険行為の例



自転車事故数の推移

まり交通切符を切られます。    ^
検挙された人は検察庁に呼び出されて調べ

を受け、違反を繰り返すおそれがないと判断さ

れれば不起訴になりますが、悪質だと判断され

れば、簡易裁判所から罰金の略式命令を受け

ます。罰金力清 されるということは、前科力わ

くということです。

新たな制度では、この罰則に加えて、検挙

が2回重なると、講習が義務づけられることに

なったわけです。

ちなみに、危険行為での検挙、6月 には549

件で、2回重なったケースはありませんでした。

では、なぜ制度が導入されることになったの

でしょっか。

1つは、交通事故全体が減っている中で、

「自転車」対「歩行者」の事故がなかなか減らな

いこと、そして2つめは、自転車事故の多くは

ルール違反が原因だからです。

自転車事故の件数を見てみますと、事故全

体の熱は平成16年におよそ18万8,o00件だった

のが、去年は10万9,0∞件と、半数近くまで大

きく減っています。

しかし、「自転車」対「歩行者」の事故は、平

成16年と去年 (平成26年)は、ともに2,500件ほ

どで、ほぼ横ばい。15年前の平成11年のおよ

そ800件と比べると、実に3倍に増えています

(図 2)。

背景として、高齢イヒが進む中で、自転車を

よけきれないとか、接触すると転倒してしまう

お年寄りが増えていることを指摘する専門家

もいます。

自転車の検挙数

自転車の「違法行為」

一方、自転車の違法行為での検挙件数は、警

察が統計をとり始めた平成18年の585件から増

え続け、去年は8,070件 となっています(図 3)。

今年に入って6月 までの半年間では5,285件

と、去年の同じ時期より0%以上増えていま

す。そして、自転車の死傷事故の6割以上で、

離 反がありました。

警察は、違反を繰り返す人に安全講習でルー

ルをしっかり理解してもらい、事故を減らすの

が新たな制度の狙いであり、取り締まりを厳し

くするようがことはない、としていますよ

しかし、例えば大阪では、自転車を対象にし

た飲酒運転の検問を始めましたし、愛知県警

は、自転車の酒酔い運転でも場合によっては

車の運転免許を停止する措置をとることを決

めています。警察が、違法行為に目を光らせ

てきているのは確かなようです。

さて、今回の制度導入について、街の皆さん

に話を開いてみたところ、大きく報道されたこ

ともあって、かなりの方が「違反行為2回で安

全講習義務づけ」となったことを知っていまし

た。一方で、「6月からルールが厳しくなった」

「罰員」が重くなった」といった誤解も多く聞か

れました。

また、戸惑いが多かったのが「自転車は原則、

車道を左側通行」というルールです。知っては

いるものの、交通量の多い車道を走るのが師ぃ

という自転車の方、一方で、歩行者の方からは、

スピードを出して歩道を走る早
=事"ひ

やりと
させられた、といった声があがっていました。

: i ll
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自転車走行のルール

警察が、運転免許試験場に来た人を対象に

行った調査では、「自転車は車道通行が原則で

歩道は例外」というルールを知っていると答え

た人は68%。 しかし、ルールを守っているかと

いう質問に対しては、ルールを知っている人の

3分の2が「守っていないJと 答えました (図

4・ 図5)。

こうした結果を招く要因の一つに、長年に

わたる交通政策の影響があるとみられます。

戦後の経済成長とともに、交通戦争と言わ

れるほど死亡事故が多くなり、ピークの昭和45

年には1万6,765人 に達しました。車社会の急

速な進展に対して、信号機や標識を含む道路

整備が十分でなかったこと、車の安全性を確

保する技術力溌達していなかったことなどが要

因とされています。

こうした状況を受けて、昭和45年に道路交

通法が改正され、自転車が歩道を走ることが

認められました。

その後、幹線道路を中心に道路の安全環境

の整備が進み、車の安全陛も向上したため、死

亡事故は減りヾ 平成21年にけ昭和27年 (死者

数4696人)以来、57年ぶりに5,000人 を下回り

ました。去年は4113人 と、交通事故死者は14

年連続で減少しています。

一方で、先ほども述べましたように、自転車

と歩行者の事故力増 えました。

そこで

'平

成19年の道路交通法改正で、自

衝
の
皆
さ
ん
:こ

顧
間
く
と

か
な
り
の

い場合Jです。
方
が

ない、車Q逗奎遇辺シ 劃 む 邸 給 術とセ

浄二りお。     彎

進羅菫五盤当:詈篭詈遷::雇

迷う場合もありそうです。行の皆さ
～
の戸惑 講

いもそこにありました。 習

えぎ喜Li募譜轟っただけで、直ちに検養
挙されるということはありません。 務

づ
歩道を走る場合には、歩行者を優先し、す 脅

1:す[:if~ミ_1鸞■.う1=ぐに止まれるスピードでゆっくり走る。歩行

者カラυ場合には、自転車
:降
り
frレ

てすな
く。自転車で歩道を走る場合には「本来、歩 ぅ

行者のものである歩道を利用させてもらってい た

る」そういつた意識を持つことが大事ではない こ
でしょうか。

をも
,lF、 1「ヤ[きfFr露:型 iュ」轟

インターネット上などで議論を呼んだのが「
打 ち

耳イヤホンは違反なのかどうか」といつ点で て
す。スマニトフオンを操作しながら、イヤホ もヽ
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図4 車道通行ルールの認知度 図5 車道通行ルールを守つているか

◎ 1つ

ることが出来る条件が32に



なります(図 6)。

ですから、片耳か両耳かが問題ではなくて、

周囲の音がきちんと問こえているか、安全に運

転できるかどうかが問題です。

実際に、悲惨な事故も起きています。今年

6月 には千葉市で、男子大学生がイヤホンで

音楽を聴きながら自転車を運転し、女性をは

ねて死亡させる事故がありました。こうした

事故が起きてしまえば、取り返しがつきません。

大人はもちろん、運転免許を持たない子ど

もにも、事故の怖さやルールを守ることの大切

さを理解してもらうことが大切です。

しかし、実際ヽ自転車事故での死傷者は高

齢者とともに若者が多くなっています。年代

別の自転車事故の死傷者では、60歳以上が

237%なのに対して、19歳以下の未成年者は

315%にの|■っています(図 7)。

高調な損害賠償と保険の加入

自転車通学などの際に起きるこうした事故、

子どもが被害者になるだけでなく、加害者と

なってしまうケースも多く、莫大な損害賠償を

求められるケースも増えています。

例えば一昨年、兵庫県で、11歳の男の子が

自転車で60代の女性と衝突し、女性の意識が

戻らなぃ状態となった事故では、保護者に9,500

万円の損害賠償を命じる判決が言い渡されま

した。

また、都内で男子高校生が自転車どうしで

衝突して相手の男性に重大な障害が残った事

故でも9,200万 円の損害賠償が言い渡されてい

ます(図 8)。

相手に取り返しのつかない被害を与え、加

害者にとっても一生が左右される事態となっ

てしまうのです。

兵庫県では、全国で初めて、自転車での保

険加入を義冴うする条例を今年 4月 に制定し、

10月 に施行される予定です。

車と違って自転車での保険に入っている人

が少ない現状では、事故が起きれば被害者の

救済が進まないからです。

そのために、年間1,000円で交通安全協会の

会員になれば、家族も含めて最大5,000万 円の
_

損害賠償まで保険でまかなえる制度を用意し

たということです。

ただ、お金の問題ではなく、やはり事故を起

こさないことが大事です。

それにはやはり、交通ルールを守ることが前

提となってきますが、では、運転免許を持たな

い子どもに交通ルールを身につけてもらうには

どうすればいいでしょうか ?

まずは家庭で教えることが大事ですが、細か

図6 安全義務違反の例

図7 自転車事故での死傷者 図8 高額な損害賠償の例



いルールというより「歩行者を優先して無茶な

運転はしない」という大原貝」を理解してもらう

ことが重要です。

自転車運転免許証

いま、自治体や学校では自転車の運転ルー

ルを含めた交通蝉 室が開かれていますが、

中には、

…

ように、子どもに1自転車違

転免許証」を交付している自治体もあります。

小学4年生を対象に、全ての学校で自転車

の安全教室を開き、試験を行ったうえで、交付

しているのです。

自転車運転免許証を持っていると、自転車

の修理が割引きになるといった特典も用意さ

れています。

1 他の自治体でも、例えば愛媛県松山市では

自転車運転免許を示せl飾営ブールが無料に

なる取り組みを行っています(図 9)。

ただ、子どもやお年寄り向けに安全教室を

開く自治体は多い一方で、子どもの保護者世

代、つまり大入向けの自転車講習とvヽ うのは、

あまり目にしません。

ですから、例えば車の運転免許更新の際に、

自転車のルールについても周知するといった取

り組みが警察などには求められると思います。

そして、そもそも安全に通行できる環境をもっ

と整えてほしい、と感じる方も多いと思います。

1 望まれる道路環境整備

|  ョーロッパでは、城壁に囲まれた都市として

の成り立ちから、城壁の内側は車の通行がで

きない狭い路地、外側は都市を結ぶ高速道路

網、と明確に分かれているところが多く、自転

車専用道路の整備も進んでいます。

翻って日本では、財政的な問題もあり、ここ

数年、自転車専用道路はほとんど作られてい

ません。

いま進められているのは、車道の一部を色分

けして自転車専用通行帯にするとか、車道の

歩
行
者
を
優
貴
し
て
無
栞
な
運
転
は
し
な

Q幽団口団国の時団
３
　
８

校学

氏

自転車安全申l田 宣言

私たちは自転車に乗るとき、
交通ルールをしつかり守ι′ま魂

自重車の点検項目

受●B:平犀  年  月  日

●l山市 憂燿県薔察本部

図9 自転車(運転)免許証 (提供:松山市)

端に自転車のマークを描いて車に注意を促す L
といった対策です。            と
また(歩行者や自転車が多い住宅行を、 もヽ

利用できる道路環境作りができれば、子ども 理

も大人も安心して自転車を利用できます。国 解

れは、自転車も歩行者も車も、そヤτぞオτ力お互 こ

いに譲り合い、思いやりを持って道路を利用 と

でしょうか。                 °
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事 務 局 だ よ り

◎組合情報

●12月 17日 楽しみにしていた懇親年末ボウリング大会の結果報告。

優勝  ユージーメンテナンス (株)  日野清作 様

準優勝 日邦防災 (株)        荻 邦宏 様

3位   (株)フイズエンジニアリング 河日 豊 様

各位、おめでとうございます。

●組合員  (株)サンシン 代表取締役 石毛信孝

本社移転 (新住所) 〒114-0001
東京都北区東十条 5-4-12 サンシンビル

尚、電話番号、FAX番号の変更はありません。

◎共済制度について

●消防設備保守 。点検 。設置工事等の賠償責任保険 :

三井住友海上火災保険株式会社 (代理店 。株式会社サンリビング)と 提携
しています。請負業者賠償責任保険・生産物 (完成工事)賠償責任保険・

受託者賠償責任保険がセットになつた総合型の保険です。

●自動車共済制度 :

関東自動車共済共同組合と提携しています。

●団体傷害補償制度 :

三井住友海上火災保険株式会社 (代理店・株式会社サンリビング)と 提携
しています。

◎ ご注文は今後もFAXでお願いします。

組合員の皆様には、いつも FAXでご注文をいただき誠にありがとうござ
います。ご注文の商品名・数量等間違いのない納品をさせて頂くために、
ご注文は今後ともFAXでお願いいたします。
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